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１【提出理由】

平成29年５月31日の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年５月31日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取

締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（取締役の任期）第１項について所

要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第２項を削除するもの

であります。

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、濱島吉充、東山浩志、福家辰雄、小田原徳幸、杉浦正浩、宮﨑隆光の６氏を選任する

ものであります。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
定款一部変更の件

109,539 265 ― (注)１ 可決 96.66

第２号議案
取締役６名選任の件

   

(注)２

  

濱島　吉充 105,362 4,480 ― 可決 92.94

東山　浩志 108,326 1,516 ― 可決 95.55

福家　辰雄 107,907 1,935 ― 可決 95.18

小田原　徳幸 107,982 1,860 ― 可決 95.25

杉浦　正浩 108,401 1,441 ― 可決 95.62

宮﨑　隆光 108,318 1,524 ― 可決 95.55
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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